
『社会保険未加入対策』 

工事請負契約から下請契約届出までのフロー図 
 

受注業者は下請業者の社会保険等加入状況を確認し、書類を提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

社会保険等加入に関する誓約書（様式１）を 

契約検査課に提出 

 工程表 及び 

 請負代金内訳書（様式２）（法定福利費を明記）を 

市工事担当課へ提出 

下請業者の社会保険等加入義務について確認した上、 

義務を果たしている業者と下請契約を行う 

下請契約後速やかに 

施工体制台帳を市工事担当課へ提出 

【契約後１４日以内】 

【工事契約書類提出時】 


